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空港課 

 

この度、平成 27年１月 17日から２月 22日の期間で、台湾からの冬季プログラムチャー

ター便※の運航が決定しました。 

今回のプログラムチャーター便は、台湾からの観光客を対象としたチャーター便で、本

県でのスキーツアーや観光地などを巡る周遊型のツアーが実施される予定です。冬季間の

プログラムチャーター便は昨年度に続いて２年連続で、台湾からの多くのお客様に岩手の

冬の魅力を満喫していただいています。 

県では、今後も引き続き、利用促進及び誘致促進活動に積極的に取り組みます。 

 

※ プログラムチャーター便：一定期間に連続して運航されるチャーター便のこと 

 

【冬季プログラムチャーター便の概要】 

運航会社：チャイナエアライン（中華航空） 

運航機材：ボーイング 737-800 型 

運航便数：18 便 

【内訳】 

平成 27年１月 17 日(土)、１月 21日（水）、１月 25 日（日）、１月 29日（木）、 

２月２日（月）、２月６日（金）、２月 10 日（火）、２月 14日（土）、２月 18 日（水）、 

２月 22日(日)  

運航時間： 

区  間 出発時間（現地時間） 到着時間（現地時間） 

台湾桃園／花巻  ６：００ １０：１５ 

花巻／台湾桃園 １１：４５ １５：１０ 

 

運航形態：外国人チャーター（台湾からの観光客を対象としたプログラムチャーター） 

特記事項：本チャーター便は、本県でのスキーツアーを主体として編成されていること。 

 

 

～ 昨年に引き続き、冬も台湾からのインバウンドチャーター便が運航 ～ 

 

皆さんで台湾からのお客様を 

“おもてなし”しましょう！ 


